
令和元年度 第３回 仙台市景観総合審議会

日時：令和 2年 3月 17日（火）

14 時 00 分～16 時 00 分

場所：仙台市役所 2階 第一委員会室

次  第

１．開会

２．都市整備局長挨拶

３．会長挨拶

４．事務局からの報告

５．議事

〈審議事項〉

・提言書（案）～今後の景観施策のあり方について～

〈報告事項〉

・景観計画区域内に係る行為届出の取扱いについて

６．閉会

― 配 付 資 料 ―

資料１：今後の景観施策のあり方について

    （検討のまとめ、審議会からの提言書案について）

資料２：景観計画区域内に係る行為届出の取扱いについて
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審議会

R1 第２回：施策の見直しの方向性について

※具体的な検討は

R２年度以降

資料１

今後の景観施策のあり方について

（検討のまとめ、審議会からの提言書案について）

１．検討の経過

（１）検討の背景と目的

・「杜の都の風土を育む景観条例」制定から 20 年以上、景観法にもとづく「仙台市『杜の都』

景観計画」策定から 10 年が経過

平成 7 年 「杜の都の風土を育む景観条例（景観条例）」制定（景観 3 原則、景観 7 方策）

   平成 16 年 「景観法」制定

   平成 21 年 「仙台市『杜の都』景観計画」策定、景観条例一部改正（景観法との整合）

・策定時から、本市の状況やまちづくりの考え方、行政と市民の役割、市民意識なども変化（※）

※人口減少への対応、交流人口拡大、震災復興など

・景観法制定による若干の変更はあったが、景観施策の基本的な部分は大きくかわっていない

・令和 3 年度以降の総合計画の策定、都市計画マスタープランの策定に着手

これらを踏まえ、景観施策について評価検証を行い、

今後の取組みの整理や必要な施策

（２）スケジュール

景観施策見直しのスケジュールは下記のとおりである。

（３）審議経過

平成 30 年度～令和元年度の検討の流れ、審議経過は下記のとおりである。

   

景 観 施 策 の

今後の課題

景観施策の

見直しの

方向性実現する

ための

取組み

景観として

実現したい

イメージ

（都心部）施策の

評価検証

今後の重点的な取り組みの視点

視点１:仙台を磨き伝える

視点７:躍動する仙台をつくる

（次期仙台市総合計画検討より）

施策の

見直し

H30 第１回：あり方検討の目的・背景・進め方について

第２回：評価検証の進め方について

第３回：評価検証（結果）について

R1 第１回：評価検証のまとめについて

R1 第３回：検討のまとめ、審議会からの提言書案について（本日）

検討の流れ



２．検討のまとめ

（１）前回審議会の主な意見

前回は、「景観施策の見直しの方向性」について審議いただいた。主な意見は下記のとおりであ

った。

①評価検証等から得られた「今後の課題」と、今後の方向性として都心の景観に重点的に取組むこ

との関係性がわかりづらい（杜の都景観重要建造物等、屋外広告物等）。

   ⇒（考え方）都心部と市全体それぞれの課題と方向性として整理

②都心部に集中した議論になっている印象があるが、郊外や農村部も含めた仙台市全体を考えて

いかなければならない。

  ⇒（考え方）市全体として、引き続き、景観計画等による「マイナスの未然防止」に取り組ん

でいく。地域の景観のシンボルとなる建造物等の保全、市民協働の取組みを進める。

③シンボルロード（定禅寺通・宮城野通・青葉通）だけに取組むように見えるが、他に取組むべき

場所があるのではないか。

   ⇒（考え方）シンボルロード周辺の道路や沿道の公園や建物についても、新たな視点を取り入

れて取組んでいく。

④都市空間の質の向上の方向性を表す言葉が「人にやさしく、ていねいに」とされているが、他に

適切な言葉がないのか（上から目線が感じられないように）。

  ⇒（考え方）新たな案として「居心地良さをより大切に」としたい。

                 

（２）検討のまとめ

前回審議会でいただいた意見をもとに、今後の景観施策のあり方として別紙１のとおりまとめ

た。

参考：総合計画との関係について

参考資料「次期仙台市総合計画検討状況について」のとおり

３．審議会からの提言について

「今後の景観施策のあり方について（まとめ）」をもとに、審議会からの提言書案を検討した。

（１）提言書の構成

項目 内容

はじめに 今後の景観施策のあり方提言の背景等

１．仙台市における現況 景観施策の評価検証の結果より

２．基本的な考え方 課題に対応するための今後の基本的な考え方

３．今後の景観施策のあり方 「基本的な考え方」

に基づく施策の方向性

(1)都市空間の質の向上

（街並み景観へ取組み）について

(2)地域の景観のシンボルとなる

建造物等の保全について

(3)市民協働による景観づくりの推進

について

４．今後の展開 今後の取組みの進め方

（２）提言書案

   別紙２「提言書案 今後の景観施策のあり方について」のとおり

４．今後の予定

  〇提言書

・4 月～５月に審議会から市長へ提出

  

〇施策の見直し

【早期に実施するもの（令和 2 年度から実施）】

・都市空間の質の向上（街並み景観への取組み）に関すること  …提言書３．（１）

景観計画の見直し

オープンスペース等に関する誘導指針の策定

屋外広告物ガイドラインの策定

質の高い公共施設の整備への取組み

【中期的に実施するもの】

・地域の景観のシンボルとなる建造物等の保全に関すること   …提言書３．（２）

・市民協働による景観づくりの推進に関すること        …提言書３．（３）

・必要に応じて景観条例に関する施策を見直し



「施策の見直しの方向性」

をふまえ、

○景観計画見直しの検討

１．オープンスペースや緑について質の高さを

誘導する取組みが必要

２．道路、公園などの公共施設の質を向上させ

る取組みが必要

４．都心部など、街並みを人の関わりによって

より魅力的なものとしていく取組みが必要

３．定禅寺通、青葉通、宮城野通の魅力を更に

高める取組みが必要

６．杜の都景観重要建造物等としてどのような

ものを保全していくかの検討が必要

７．市民等との協働の取組みは時代に合ったも

のとし、施策の効果をあげるための手法の

見直しが必要

１．都市空間の質の向上（街並み景観への取組み）について

定禅寺通、青葉通及び宮城野通はシンボルロードとしての魅力に更に磨きをかけ（③）、

シンボルロードの周辺やこれらからつながっている様々な通り、

通りから広がる公園やオープンスペース等について、次のとおり取組んでいく

（①・②・④・⑤）

①建築時に創出されるオープンスペースや緑について、

まちなかで過ごす人への効果的な配置や演出がされるような誘導方策

例）基準や指針づくり、協議方法、緩和施策との連携 など

②道路や公園などの公共施設について、

まちなかで過ごす人の憩いの場となる、ていねいな空間づくりに向けた取組み

   例）アドバイザーの派遣 技術者を対象とした景観の実務研修 など

③定禅寺通、青葉通、宮城野通等のシンボルロードについて、

通りを歩く人にとって魅力的な、沿道の街並みづくりがされるような誘導方策

例）指針や事例集づくり、協議方法、緩和施策との連携 など

④都心部などで、

公共空間やオープンスペースを有効に使うことのできる取組み

   例）空間の設えの工夫、使いやすくする仕組みや支援 など

⑤都市空間の質の向上のための、まちの魅力を高める広告物の誘導方策  

例）屋外広告物ガイドライン など       （※提言書では順番変更）

２．地域の景観のシンボルとなる建造物等の保全について

①新たな指定方針と指定候補の検討

例）地域のシンボルとなる建造物等を改めて整理・検討 など

②効果的な保全方法や活用方法の検討

  例）所有者への有効な支援方法や活用方法の検討 など

３．市民協働による景観づくりの推進について

①魅力的な景観をみんなで共有し、発信する仕組み

  例）多くの市民に関心をもってもらうためのコンテンツの検討

②市民の自主的な取組みへの効果的な支援

  例）景観まちづくり協議会、杜の都景観協定、景観アドバイザー など

〇都心部で実現したいイメージ

その１ ケヤキ並木の…

その２ シンボルロードに…

・「仙台の景観のシンボル」を新たな視点

でとらえなおす

・市民が地元の景観により愛着を持てる

ようなものとする

提言書

「２．基本的な考え方」

提言書

「３．今後の景観施策のあり方」

今後の課題      実現するための取組み 今後の施策の方向性         

今後の景観施策のあり方について（まとめ）

施策の見直し

オープンスペース、街並み、

屋外広告物に関する

○誘導指針の検討

「施策の見直しの方向性」

をふまえ、

○景観条例に基づく施策の

見直し検討

提言書

「１．仙台市における現況」

提言書

「４．今後の展開」

５．屋外広告物について、大きさなどの基準以

外への取組みが必要
（平成 28 年提言書「これからの屋外広告物施策のあり方について」）

〇都心部のイメージを

実現するための取組み

・街並み景観への取組み

～眺望から街並みへ～こ

眺望に加え、街で過ごす市民や

来訪者に、より近く、容易に視野に入る

街並みの見え方や感じ方を重視した施策

にも取組んでいく

・都市空間の質の向上の取組み

～居心地良さをより大切に～

仙台のシンボルとなる景観、公園、沿道

の建物やオープンスペース等について、

人にやさしく、ていねいな空間づくりに

取組んでいく

定禅寺通、宮城野通及び青葉

資料１）別紙１

※朱書き（下線部）が第２回審議会からの変更点

市
全
体(

都
心
・
郊
外
・
田
園
・
里
山
等)

主
に
都
心
部(

景
観
重
点
区
域
内)



資料 1）別紙２

提 言 書（案）

今後の景観施策のあり方について

令 和 ２ 年 〇 月

仙 台 市 景 観 総 合 審 議 会



はじめに

仙台は、山麓から連なる豊かな緑、幾筋もの清流、豊かな田園など、奥羽

山脈から太平洋にかけ多様な自然が織りなす情緒にあふれ、中心市街地も緑

豊かな丘陵と広瀬川に包まれている。そして定禅寺通の美しいケヤキ並木に

象徴される「杜の都」の名は国内外に広く知れわたり、自然と都市機能が調

和した景観が、市民共有の財産となっている。

こうした財産を次の世代に継承するため、景観形成の指針となる『杜の都

の風土を育む景観条例』を制定して 20 年以上、風格ある杜の都の景観形成

を推進する『仙台市「杜の都」景観計画』を施行して 10 年以上、市民が大

切に景観を育んできたところである。

一方、仙台市では、東日本大震災からの確かな復興の歩みが進められてき

たが、緩やかながらも、社会制度等への影響を伴う人口減少の局面を迎えて

おり、これまで以上に進むと思われるグローバル化、交流人口の拡大といっ

た社会の変化を捉えて対応していくことが求められている。

このような状況において、快適な都市環境を構築し、国内外からの集客や

交流の求心力及び経済的活力を高め、東北の発展のための役割を果たしてい

くためには、自然と都市機能が調和した都市個性をより深化させることが重

要であり、景観についても、これまでの調和・保全のための取組みに加え、

都市の美しさや居心地の良さを十分に実感できるような魅力向上への取組

みが必要となっている。

連綿と継承されてきた「杜の都」のまちづくりを基盤として、皆が誇りに

思い、世界からも選ばれるまちを目指し、市民・事業者・市それぞれが協働

して景観づくりに取組むことを望み、今後の景観施策のあり方について提言

するものである。
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１．仙台市における現況

景観への影響が大きい大規模建築物や工作物については、『仙台市「杜

の都」景観計画』により、形態・意匠、高さ、色彩等を制限することによ

って景観への調和を図ってきた。さらに、「杜の都」仙台のシンボルロー

ドである定禅寺通、宮城野通及び青葉通の沿道を景観地区に指定し、建築

物についてのきめ細やかな制限を定めることにより、通りの景観の調和を

図ってきた。

また、景観条例の各方策により、地域の景観のシンボルとなっている建

造物等の保全を図るとともに、市民協働による良好な景観づくりの取組み

を行ってきた。

このような取組みによる成果と課題は次のとおりである。

① 景観計画等による制限により、市全体として、周囲から突出した建

築物等を抑え、特に市中心部の景観重点区域においては、仙台城跡や

県庁などからの眺望景観を保全するなど、景観を阻害する行為を抑え

ることができた。

  引き続き、景観計画等により、眺望景観の保全や通りの景観の調和

に向けた取組みを着実に実施していく必要がある。

一方、建築に伴って創出されたオープンスペースやみどりが、まち

の賑わいや潤いに十分につながっているとは言えず、景観の魅力向上

という点では課題がある。

② 地域の景観のシンボルとなる建造物等の保全については、所有者の

同意を得ながら、杜の都景観重要建築物等として順次指定し保全が図

られてきた。

引き続き、更なる保全すべき建造物等の指定や、指定された建造物

等の充実した保全・活用に取組んでいく必要がある。

③ 良好な景観づくりに関する市民への普及・啓発や自主的な活動への
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支援については、これまで様々な取組みが行われてきた。

引き続き、市民協働を推進するための協働のあり方や担い手の育成

について取組んでいく必要がある。



3

２．基本的な考え方

現況における課題を解決し、風格や品格のある美しい景観や、都心部を

中心に東北の中枢都市として人が集う、賑わいのある景観を形成するため

には、景観条例に掲げている景観７方策や「仙台市『杜の都』景観計画」

などの景観施策について、新たな視点を取り入れて展開させていくことが

重要である。

これら施策の基本的な考え方は次のとおりである。

①都市空間の質の向上（街並み景観への取組み）について

・街並み景観への取組み ～眺望から街並みへ～

これまでの仙台城跡や高層ビル等の高い視点からの眺望の重視

に加え、新たな視点として、まちで過ごす市民や来訪者に、より近

く、容易に視野に入る街並みの見え方や感じ方を重視する。

・パブリックスペースの質の向上の取組み

～居心地良さをより大切に～

定禅寺通、宮城野通及び青葉通などの仙台のシンボルとなる景観

をはじめ、公園、沿道の建物やオープンスペース等について、居心

地良さを大切にした、人にやさしく、ていねいな空間づくりに取組

んでいく。

②地域の景観のシンボルとなる建造物等の保全について

   保全する建造物等の対象と保全のあり方について、新たな視点を取

り入れることにより、都市個性を磨き上げ、歴史と風格を感じるまち

づくりの一翼を担っていく。

③市民協働による景観づくりの推進について

   市民による魅力的な景観の共有の仕組みと市民の自主的な活動の

支援に新たな視点を取り入れることにより、市民協働の原動力である
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まちへの愛着と誇りを育て、これまでの市民・事業者・市の協働によ

る関わりを更に高めていく。

なお、「①都市空間の質の向上（街並み景観への取組み）」については、

現在、仙台市の顔とも言える都心において、多くの建物で更新時期を迎え、

再開発等により景観が大きく変化する時期にさしかかっている。この時機

をとらえ、積極的な施策展開を行っていく必要がある。

世界に誇れる「杜の都」として、実現したいイメージは、次のとおりで

ある。

・ケヤキ並木のシンボルロードを中心に、通りの美しさが、仙台を訪

れる人をひきつけ、通りを歩くこと、通りで過ごすことを楽しみ、

通りに賑わいが生まれている。

・シンボルロードに、周辺の道路、公園、オープンスペース等が有機

的につながり、まちを回遊しながら市民が暮らしの場として楽しん

で過ごしている。そこに、観光やイベントへの参加など様々な目的

で仙台を訪れた人の楽しむ姿が加わり、街の賑わいを生んでいる。
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３．今後の景観施策のあり方

(1) 都市空間の質の向上（街並み景観への取組み）について

定禅寺通、青葉通及び宮城野通はシンボルロードとしての魅力を更に磨

き、シンボルロードの周辺やこれらからつながっている様々な通り、通り

から広がる公園やオープンスペース等について、次のとおり取組んでいく

必要がある。

①シンボルロード沿道建物のデザイン誘導、質の高い道路整備

インセンティブと連携した建物デザインの誘導指針や協議方法、店

舗の魅力を高める事例集などについて検討し、通りを歩く人が美しさ

と賑わいを実感できる街並みの形成を図っていく必要がある。

通りで過ごす人の居心地に配慮した質の高い道路を整備する必要

がある。

②オープンスペース等のデザイン誘導

インセンティブと連携したデザイン誘導指針、協議方法などについ

て検討し、建物に伴って創出されるオープンスペースやみどりが、ま

ちで過ごす人の滞留や回遊を促進する効果的なものとしていく必要

がある。

③街並みの賑わい創出への取組み

活動の場となる空間の設えの工夫、使いやすくする仕組みや支援な

どの取組みについて検討し、市民が公共空間やオープンスペースを有

効に使うことによる街並みの賑わい創出を図っていく必要がある。

④まちの魅力を高める屋外広告物の誘導

屋外広告物ガイドラインなどについて検討し、優れた屋外広告物に

よる街並みの品格や魅力の向上を図っていく必要がある。



6

⑤質の高い公共施設の整備への取組み

景観アドバイザーの派遣、技術者を対象とした景観の実務研修、景

観協議の仕組みづくりなどについて検討し、まちで過ごす人の居心地

を重視した質の高い道路や公園の整備を促進していく必要がある。

            

(2)地域の景観のシンボルとなる建造物等の保全について

①新たな指定方針と優先指定候補の検討

杜の都景観重要建造物等の指定方針の策定や優先指定候補選定か

ら 10 年以上が経過しており、地域の景観のシンボルとしてふさわし

いものを改めて整理した上で、新たな指定方針と優先指定候補の選定

などの検討が必要である。

②効果的な保全方法や活用方法

   杜の都景観重要建造物等の新たな指定方針を検討した上で、長く保

全を図るための所有者への有効な支援方法などの検討が必要である。

また、市民への普及啓発や観光面での応用を含めた有効活用などにつ

いても検討が必要である。

(3)市民協働による景観づくりの推進について

①魅力的な景観をみんなで共有し、発信する仕組み

  市民が見つけた仙台の魅力的な景観等をみんなで共有する仕組み

を、気軽に参加することができ、景観への取組みを身近に感じられる

ものとして検討が必要である。

②市民の自主的な取組みへの効果的な支援

    これまで実施してきた景観まちづくり協議会、杜の都景観協定、景

観アドバイザー及び景観推進員等の施策について、地域の景観の保

全や魅力向上につながる効果的なものとして見直しの検討が必要で

ある。
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４．今後の展開

今後の景観施策のあり方として示した各種取り組みについては、優先度

合い等も考慮したうえで、以下のように総合的な展開を図りながら進めて

いく必要がある。

・本提言内容を実効性あるものとするため、各取り組み状況に応じて「仙

台市「杜の都」景観計画」を見直すとともに「杜の都の風土を育む景観条

例」に基づく各施策の見直しを検討する必要がある。

・都市空間の魅力向上（街並み景観への取組み）については、これまでの

景観計画による行為の制限に加え、誘導方策に主眼をおいた新たな取り組

みが必要である。また、都心部における様々な施策との関係性も高いため、

オープンスペース、屋外広告物に関する魅力向上に向けた誘導指針の作成

は優先して確実に取り組む必要がある。

・地域の景観のシンボルとなる建造物等の保全については、市内の景観資

源を改めて評価し、専門家や市民の意見、他都市先進事例などを踏まえ着

実に進めるとともに、保全対象の周辺も含めた景観整備についても検討す

る必要がある。

・市民協働による景観づくりの推進については、上記取り組みの着実な推

進などによる風格ある景観形成につながり、市民・事業者が愛着と誇りを

もてる効果的な協働の仕組みや、地元との連携による具体的な場所での取

り組みを検討する必要がある。

なお、連綿と受け継がれてきた「杜の都」のまちづくりを基盤として、

皆が誇りに思い、世界からも選ばれるまちを目指すには、息の長い取組み

が必要となる。本提言に基づく景観施策の推進にあたっては、継続性と趣旨

の共通認識を維持する体制づくりが肝要である。



資料１）参考資料

（検討経過・議論の方向性）

・世界への発信も視野に、まちづくりの理念として、

「挑戦を続ける、新たな杜の都へ ～For“The Greenest 

City”SENDAI～」を打ち出す。

・“Greenest ”は“Green（みどり） ”の最上級であり、世界と

比較しても最高ランクである“Greenest ”をまちづくりの理念に

掲げ、仙台市の４つの都市構成を生かした街づくりを、進めてい

く。

（検討経過・議論の方向性）

・４つの都市個性（環境・共生・学び・活力）を掛け合わせ、

多様な主体と協働することを通じて、８つの重点プロジェクト

を推進する。

景観施策が特に役割を担うものとして

「１．杜と海の都プロジェクト」

「８．都心創生プロジェクト」

景観に関すること

特に「１．杜と海の都プロジェクト」として、

「杜の都にふさわしい趣と風格のある街並み景観づくり

（街中の景観形成）」

「歴史や文化を街中で感じることができる都市空間の形成」

が実施の方向性として盛り込まれている。

景観に関すること

次期仙台市総合計画の検討状況について

※令和 2年 2月 3日、4日開催、

仙台市総合計画審議会第３回部会（まちと活力部会、地域とくらし部会）資料をもとに作成

理
念

都
市
の
姿

都
市
個
性

〇理念・都市の姿・都市個性 〇８つの重点プロジェクト


